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（参考１） 

子育て支援策の概要 

 

 

○おむつと安心定期便 

0～2 歳のお子さんを育てるご家庭を見守りながら、おむつ等の育児用品を定期的にお

届けします。 

内容 
対象の子育て関連施設やサービスを利用すると電子スタンプがもら

え、育児用品と交換できます。 

費用 
無料 

（対象施設やサービスのご利用には費用がかかる場合があります） 

申請方法 
対象の人には利用案内をお送りします。専用サイトから利用登録をして

ください。 

  ※詳細は専用ホームページを参照してください。 

   https://fuk-omutsu.com/ 

 

 

○産前・産後ヘルパー派遣事業 

育児不安や負担を軽減するため、事業者からヘルパーを派遣し、家事や育児のお手伝

いをします。 

対象 
妊娠中または生後 1 年未満の赤ちゃんがいて、日中、家族等から家事

や育児の支援が受けられない方 

利用期間 妊娠中から出産後 1 年未満まで 

利用料金 1 回あたり 500 円＋ヘルパーの交通費 

利用回数 

○妊娠中  最大 10 回まで 

○産後    最大 20 回まで  

※第 2 子以降で、出生時点できょうだいが未就学の場合（多胎児を

含む）は最大 40 回まで 

※多胎児のご家庭は、これに加えて最大 20 回の外出支援を利用で

きます。 

  ※詳細は市ホームページを参照してください。 

    https://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo-mirai/k-sukoyaka/child/sangohelper.html 
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○産後ケア事業 

出産後に心身の不調や育児の不安がある方を対象に、医療機関や助産所などでのサポ

ートを実施しています。 

対象 市内にお住まいで、産後 1 年未満の母子 

支援内容 授乳や沐浴などのアドバイス、育児相談など 

利用料金 

○宿泊型 3,000 円/日 

○日帰り型 2,000 円/日 

○訪問型 500 円/日（2～3 時間） 

※市民税非課税世帯・生活保護受給世帯の方は自己負担額が免除さ

れます。 

必要な手続き 直接事業者へお申込みください。 

  ※詳細は市ホームページを参照してください。 

    https://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo-mirai/k-sukoyaka/child/sangokea.html 

 

 

○ベビーシッター派遣事業 

生後８週経過後から保育を必要とする方を支援するため、ベビーシッター派遣費用の一

部を助成します。 

対象 生後 8 週間を超え生後４か月になるまでのお子さんの保護者 

利用時間 午前 7 時～午後 8 時までのうち 10 時間以内 

利用料金 
1 時間あたり 400 円 

（市民税非課税世帯・生活保護世帯は 1 時間あたり 200 円） 

利用までの 

流れ 

①こども未来局事業調整課に利用申込みをしてください。 

②申込み受付完了のお知らせメール（又は書類）をお送りします。 

③実施事業者へ申込み受付完了のお知らせメール（又は書類）を見

せ、契約手続きを行ってください。 

※利用開始の 14 日前までに事業者との契約手続きが必要です。 

  ※詳細は市ホームページを参照してください。  

（令和６年４月１日から公開予定） 

    https://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo-mirai/k-kikaku/child/chiiki_yudo.html 
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○母子巡回健康相談 

保健師や助産師等が地域を巡回し、妊産婦、乳幼児とその保護者を対象に、身体測定

や育児相談を行っています。開催日時は、市政だより等でご案内しています。 

対象 妊婦、乳幼児とその保護者 

内容 身体計測、全身観察、育児相談など 

利用料金 無料 

  ※詳細は各区ホームページを参照してください。 

  （例）城南区 https://www.city.fukuoka.lg.jp/jonanku/chiikifukushi/life/038.html 

 

 

○家庭児童相談室（区役所子育て支援課） 

相談員が育児全般や DV など家庭の問題、ひとり親家庭の自立支援など、さまざまなご

相談をうけ、支援を行っています。 

対象 児童（18 歳未満）及び保護者、その他養育者などの関係者 

相談方法 面接相談、電話相談 

受付時間 平日の午前 9 時～午後 5 時まで（年末年始を除く） 

  ※詳細は市ホームページを参照してください。 

    https://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo-mirai/k-katei/child/kateijidosoudanshitu.html 

 

 

○こども総合相談センター（えがお館） 

お子さんや保護者等を対象に、お子さんに関する様々な問題に対して、保健、福祉、教

育分野から総合的・専門的な相談・支援を行っています。 

対象 子どもやその家族、関係者など 

相談方法 電話相談、面接相談 

受付時間 

○電話相談 

  24 時間（年末年始除く） 

○女の子専用電話 

  午前９時～午後５時（年末年始除く） 

○面談相談（要予約） 

  午前９時～午後５時（土・日・祝日及び年末年始を除く） 

  ※詳細はこども総合相談センター（えがお館）ホームページを参照してください。 

    https://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo/egaokan/ 
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○あいくる（中央児童会館） 

子どもたちの自由な遊びや活動の場です。各種催しやクラブ活動、乳幼児の一時預かり

も実施しています。 

対象 0 歳～おおむね 18 歳未満のお子さん 

利用時間 午前 9 時～午後 9 時 

休館日 

毎週月曜日・毎月末日・年末年始 

※月曜日が祝日の場合は翌日が休館、月末日が日曜・祝日の場合は

翌日が休館 

主な施設 
児童体育室、交流スペース、多目的ルーム、音楽室、工芸室、 

学習室、屋上広場、一時預かり室など 

利用料金 
無料 

※一時預かりや付属設備の貸出など一部有料のサービスもあります。 

  ※詳細はあいくる（中央児童会館）ホームページを参照してください。 

    https://www.jidoukaikan-aikuru.or.jp/ 

 

 

○子どもプラザ 

乳幼児の親子が気軽に訪れ、自由に遊んだり、保護者同士で交流したりすることができる

施設です。専門のスタッフが常駐しており、子育てに関する相談もできます。 

対象 乳幼児（0 歳からおおむね 6 歳まで）とその保護者 

利用料金 無料 

場所 市内 14 カ所 

利用時間 

午前 10 時～午後 4 時 

（中央区子どもプラザと南区おおはし子どもプラザは、午前 9 時～午後

6 時） 

休館日 施設によって異なります。 

  ※詳細は市ホームページを参照してください。 

    https://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo-mirai/k-kikaku/child/circles.html 

    （４月１日以降は URL が下記に変更） 

    https://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo-mirai/jigyo-tyosei/child/circles.html 


